
一

実
習
実
施
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
実
習
内
容

名

称

所

在

地

実
習
内
容

井
上
リ
ボ
ン
工
業
株
式
会
社

福
井
県
越
前
市
岩
本
町
九
号
四
番
地

織
布
運
転
、
染
色

二

対
象
と
な
る
者

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
本
邦
に
入
国
す
る
者

一

実
習
実
施
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
実
習
内
容

名

称

所

在

地

実
習
内
容

株
式
会
社
大
正

奈
良
県
生
駒
市
北
田
原
町
千
百
七
十
五
番
地
の
六

印
刷

二

対
象
と
な
る
者

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
本
邦
に
入
国
す
る
者

計
量
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
指
定
を
し
た
外
国
製
造
事
業
者

指
定
番
号

指
定
年
月
日

事
業
の
区
分
の

略
称

外
国
製
造
事
業
者
の

名
称

指
定
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の

名
称
及
び
所
在
地

二
八
Ｍ
Ｙ
〇
一

平
成
二
十
三

年
三
月
一
日

血
圧
計
第
一
類

ホ
シ
デ
ン

エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
（
マ
レ
ー
シ

ア
）
ス
ン
デ
ィ
リ
ア
ン

バ
ハ
ッ
ド

ホ
シ
デ
ン

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク

ス
（
マ
レ
ー
シ
ア
）
ス
ン
デ
ィ

リ
ア
ン

バ
ハ
ッ
ド

ロ
ッ
ト
一

ジ
ャ
ラ
ン

Ｐ
／

１
Ａ

バ
ン
ギ

イ
ン
ダ
ス
ト

リ
ア
ル

エ
ス
テ
ー
ト

四
三

六
五
〇

バ
ン
ダ
ー

バ
ル

バ
ン
ギ

セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル

ダ

ル
ー

イ
ー
サ
ン

マ
レ
ー
シ

ア

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

先
行
技
術
調
査
業
務

を
行
う
区
分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
先

行
技
術
調
査
業
務
を
行

う
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

第
二
号

平
成
二
十
三
年

三
月
八
日

テ
ク
ノ
サ
ー
チ
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
二

丁
目
10
番
19
号

代
表
取
締
役
社
長

磯
部

克

十
七

先
行
技
術
調

査
（
生
活
機
器
）

十
九

先
行
技
術
調

査
（
福
祉
・
サ
ー

ビ
ス
機
器
）

テ
ク
ノ
サ
ー
チ
株
式
会

社愛
知
県
名
古
屋
市
中
区

栄
二
丁
目
10
番
19
号

平成™š年š月˜�日 水曜日 第œœ˜�号官 報
〇
法
務
省
告
示
第
百
十
八
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
一
号
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
本
文
を
適
用
し
な
い
技
能
実
習
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

法
務
大
臣

江
田

五
月

〇
法
務
省
告
示
第
百
十
九
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
一
号
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
本
文
を
適
用
し
な
い
技
能
実
習
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

法
務
大
臣

江
田

五
月

〇
法
務
省
告
示
第
百
二
十
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
一
号
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き
、平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
法
務
省
告
示
第
二
百
六
十
一
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

法
務
大
臣

江
田

五
月

第
二
号
中
「
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日

か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
百
二
十
一
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
一
号
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き
、平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
法
務
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

法
務
大
臣

江
田

五
月

第
二
号
中
「
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日

か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
百
二
十
二
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）

の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
一
号
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き
、平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
法
務
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

法
務
大
臣

江
田

五
月

第
二
号
中
「
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら

三
年
を
経
過
す
る
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
特
許
庁
告
示
第
五
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
九
条
の
二
及
び
第
三

十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
の
十
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き

公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

〇
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第

六
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
四
国
地
方
整
備
局
、同
局
松
山
河
川
国
道
事
務
所
及
び
同
局
大
洲
河
川
国
道
事
務
所
に
お
い
て
、

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

四
国
地
方
整
備
局
長

足
立

敏
之

一

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

道
路
の
位
置

一
般
国
道

五
十
六
号

愛
媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町
柏
地
先
か
ら
愛
媛
県
伊
予
郡
松
前
町
筒
井
地
先
ま
で

二

他
の
工
作
物
の
管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

株
式
会
社
愛
媛
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

代
表
取
締
役

神
山

充
雅

住
所

愛
媛
県
松
山
市
大
手
町
一
丁
目
一
一
番
四
号

三

他
の
管
理
者
が
行
う
管
理
の
内
容

兼
用
工
作
物
管
理
協
定
及
び
兼
用
工
作
物
保
守
細
則
に
記
載

四

管
理
の
期
間

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
日
か
ら
本
協
定
の
存
続
す
る
日
ま
で

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
百
五
十
九
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

海
江
田
万
里
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